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Ⅰ 総論 

 

１ はじめに 

富里市では、平成１５年７月に成立した「次世代育成支援対策推進法」及び

平成２７年９月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

に基づき、職員の仕事と子育ての両立及び女性職員の活躍推進、男女共同参画

社会の実現に向け、「富里市職員における次世代育成支援対策推進法及び女性

活躍推進法に基づく特定事業主行動計画」を策定し、取り組んできました。 

平成２７年３月に策定した本計画及び令和５年３月に策定した第２次計画

の取組状況とその成果を検証するとともに、その後の社会情勢やワーク・ライ

フ・バランスの推進という視点も踏まえた上で、第３次計画を策定し、全職員

の仕事と子育ての両立及び女性職員の活躍の推進を図り、男女共同参画社会の

実現に向け取り組んでいくこととします。 

本計画を有効に推進させていくためには、職員一人ひとりが計画の目的を

理解し、取組の主体であるとの認識を持ち、職場全体で取り組んでいくこと

が不可欠となりますので、全職員の理解と協力をお願いします。 

 

２ 策定主体 

 本計画は、下記の特定事業主が連名で策定するものであり、各特定事業主は

責任をもって計画を実施していきます。 

 

富里市長 

富里市議会議長 

富里市教育委員会 

富里市選挙管理委員会 

富里市代表監査委員 

富里市農業委員会 

富里市固定資産評価審査委員会 

富里市消防長 

 

 

 

 

 



３ 計画期間 

 次世代育成支援対策推進法の有効期限は１０年間延長され令和１６年度末

まで、女性活躍推進法についても１０年間延長され有効期限が令和１７年度末

までとなっており、社会情勢の変化等に応じて、計画内容や数値目標の見直し

を行うため、本計画の期間は令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

の５年間とします。 

 なお、計画期間中であっても、社会情勢の変化等に応じて、計画内容や数値

目標の見直しを行うものとします。 

 

４ 周知・公表 

本計画の取組を効果的に推進するため、担当する事務局（窓口）を明確にし、

具体的な取組の必要性・重要性や本計画の内容に関する啓発資料の作成・配布

等により全職員への周知徹底を図ります。 

また、本計画の実施状況や目標の達成状況については、年度ごとに点検・評

価し、その後の対策の実施や計画の見直し等を図ります。 

なお、会計年度任用職員についても取組の対象としますが、当該職員に対

する支援の制度がない場合や対象となる職員が明らかに少なく、対象に含める

ことで数値が大きく変動する場合は、目標の対象外とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 具体的内容 

１ ワーク・ライフ・バランスの実現 

 

取組１ 年次有給休暇の取得促進及び最低取得日数の向上 

 

➢ 現状 

平成 31 年 4 月の労働基準法の改正により、年次有給休暇の５日の取得

義務化の対象となってからも、取得日数が少ない職員が見受けられます。

全職員が偏りなく年次有給休暇を取得できるよう、引き続き取組を続けて

いく必要があります。 

 

➢ 課題 

年次有給休暇取得日数について、年間取得日数５日を下回る職員が見受

けられます。 

 

➢ 目標 

項目 職員区分 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

年次有給休暇の平

均取得日数及び最

低取得日数の向上 

職員 

平均 13.2日取得 平均 14日以上取得 

89.9% 
年休 5日以上の取得者率 

（全職員の 100％） 

 

➢  具体的な取り組み 

年次有給休暇取得目標日数の設定及び休暇取得予定の共有 

年次休暇取得目標日数を設定し、庁内グループウェアのスケジュール

管理を活用するなど、計画的に年次休暇を取得するよう促します。 

 

  休暇取得のための環境整備 

連続休暇等の活用により年次有給休暇の取得を促すとともに、ゴール 

デン・ウィークやお盆期間における会議等の自粛を図ります。 

 

休暇取得状況の把握 

勤務状況報告において、休暇の取得状況を把握することで、職員毎の休

暇取得の偏りを確認し、業務分担の見直し等による改善を図ります。また、 



極端に休暇の取得が多い場合は、体調不良のサインの可能性もあるため、 

職員の健康状態の把握にも繋げます。 

 

取組２ ３６０時間を超える時間外勤務者の低減 

 

➢ 現状 

職員のワーク・ライフ・バランスの実現を目的として、毎週水曜日を一

斉定時退庁日として全庁放送を実施するなどの取組を進めていますが、目

標は達成できていません。 

時間外勤務は、本来、公務のための臨時又は緊急の必要がある場合に行

われる勤務であるという認識を深め、より一層の縮減に向けた取り組みを

進めます。 

 

➢ 課題 

時間外勤務者数と時間数について、部署間の偏りが見られます。 

 

➢ 目標 

項目 職員区分 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

３６０時間を超える

時間外勤務者の低減 
職員 ２３人 ０人 

 

➢ 具体的な取り組み 

 所属内の事務改善及び組織の見直し 

職員の退庁時間を各自が管理し、所属内で退庁時間を即時確認します。

職員が時間外勤務時間月４５時間を超えた場合は、所属長へ事務改善の依

頼をします。併せて組織の見直しにより、業務の効率化を図ります。 

 

定時退庁日の設定 

定時退庁日を設定し、全庁放送による注意喚起を行い、職員に一斉定時

退庁を促します。 

 

 

 

 

 



２ 育児と仕事の両立 

 

取組３ 育児休業等の取得率の向上 

 

➢ 現状 

男性職員の育児休業取得例が少ないことから、育児休業制度を利用しに

くい職場環境に原因があると考えられます。育児に関する諸制度を周知し、

職員が必要な時に安心して育児休業等を取得できるような職場づくりを

進めます。 

 

➢ 目標 

項目 職員区分 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

育児休業の取得率 

男性 ２０％ ８５％ 

女性 １００％ １００％ 

 

➢ 課題 

男性職員の育児休業取得について、制度を利用しにくい職場風土を改善

する必要があります。 

 

➢ 具体的な取り組み 

職員に向けた育児休業等制度の適切な理解 

所属長から育児休業取得を促すことや育児休業等に関するハラスメン

トのない職場づくりを推進し、育児休業制度について全職員の理解が深ま

るよう、制度の一覧を庁内グループウェアに掲載するなど、育児休業等が

取得しやすい環境の仕組みづくりを行います。 

 

組織の労働力維持に対する支援 

職員の育児休業等制度の利用を妨げる原因として、休業となる職員の欠

員に伴う組織の稼働率低下が考えられます。育休を取得する職員、育休の

取得を奨励する職場側の双方が、気兼ねなく制度の利用を促すことができ

るよう、制度利用中の職員の配置に関する配慮や会計年度任用職員の任用

など代替要員の確保により、組織の労働力維持、行政サービスの継続に対

する支援を行います。 



取組４ 妊娠中及び出産後における配慮 

 

➢ 現状 

出産のあった職員及び子の出生のあった職員における出生時休暇の取

得率が１００％に達していない現状を踏まえ、全職員に対して出産・育児

に関する制度を周知し、適切な利用を促すとともに職場全体の意識の向上

を図ります。 

 

➢ 目標 

項目 職員区分 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

出生時における 

職員の休暇取得率 

男性 
出産時 

90％ 

出産時 

100％ 

女性 
育児参加 

100％ 

育児参加 

100％ 

 

➢ 課題 

職員に向けた出生時における休暇制度の周知と取得の推進、出産に関す

る制度理解と取得しやすい職場風土の醸成 

 

➢ 具体的な取り組み 

職員への出産・育児に関する制度の周知と制度利用の奨励 

出産を控える職員、配偶者の出産を控えている職員に対して、出産費用

の給付等の経済的支援措置、母性保護及び母性健康管理の観点から設けら

れている特別休暇の制度を周知し制度の利用を促します。 

また、妊娠・出産等に関するハラスメントのない職場づくりを推進しま

す。 

 

男性職員に向けた育児参加の意識啓発 

男性の出産時休暇に比べ、育児参加休暇及び育児休業は取得率が低くな

っています。休暇・休業制度について、対象職員へ周知し、取得率の向上

を促します。 

 

 

 

 



３ 女性活躍の推進 

 

取組５ 女性職員のキャリアアップ支援 

 

➢ 現状 

女性管理職の割合は、女性活躍推進法の公表項目として設定されており、

多くの企業・地方公共団体が取り組んでいます。富里市でも割合向上に向

けて取り組んでおりますが、令和６年度時点においては 14.0％となってお

り、第２次計画の目標値 20％には達していません。 

増加の傾向にはあるものの、女性管理職が少ない状況は継続しており、

女性が管理職になる不安や自信を持ちづらいということが懸念されるこ

とから、相談やサポート体制を整備するなど、引き続き取組を強化してい

く必要があります。 

 

➢ 課題 

女性職員の役職者割合向上 

 

➢ 目標 

項目 職員区分 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和１２年度） 

女性役職者の割合

向上 
職員 

管理的地位にある職員に

占める女性の割合 14.0％ 

管理的地位にある職員に

占める女性の割合 20％ 

 

➢ 具体的な取り組み 

女性職員の採用 

女性職員受験者の増加に向けて、職員募集案内やホームページ等を活用

し、女性にとっても働きやすい職場であることや活躍する女性職員の姿を

ＰＲします。 

 

研修機会等の拡大 

女性職員のキャリア形成やマネジメント能力の向上を支援する研修を実

施するとともに、多様なロールモデルやキャリアパスの事例を紹介します。 

 

女性職員の積極的な管理職登用や配置 

適材適所の人事配置を基本とし、意欲と能力のある女性職員の管理職へ



の登用を進めます。また、女性職員が配置されていない職務へも積極的に

女性職員を配置します。 

 

 職場におけるヘルスリテラシーの向上 

  女性特有の健康課題や検診受診の重要性についての啓発を図るなど、男女

問わず職場のヘルスリテラシーの向上を図ります。 


